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育児・介護休業法等の改正

１ 法改正について

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の概要

女性活躍推進法に基づく情報公表

女性活躍促進法に基づく男女の賃金差異の公表

２ 女性の活躍推進企業データベース

３ えるぼし認定、プラチナえるぼし認定

４ くるみん「プラス」認定

５ 宮崎県 生活・協働・男女参画課からのご案内

６ みやざき働き方改革推進支援センターのご案内
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１ 法改正について
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●令和８年（2026年）３月31日までとなっていた法律の有効期限が、令和18年
（2036年）３月31日までに延長されました。

● 従業員数101人以上の企業は、「男女間賃金差異」及び「女性管理職比
率」の情報公表が義務となります。（施行日：令和８年４月１日）

●プラチナえるぼし認定の要件が追加されます。

女性活躍の更なる推進に向けた改正ポイント



１ 法改正について（女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の概要）
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１ 法改正について（女性活躍推進法に基づく情報公表（令和８年４月１日～））
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１ 法改正について（女性活躍促進法に基づく男女の賃金差異の公表）
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２ 女性の活躍推進企業データベース
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３ えるぼし認定、プラチナえるぼし認定
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３ えるぼし認定、プラチナえるぼし認定（認定基準）
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３ えるぼし認定、プラチナえるぼし認定（認定基準）
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４ くるみん「プラス」認定

10



11

５ 宮崎県 生活・協働・男女参画課からのご案内



６ みやざき働き方改革推進支援センターのご案内
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